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・後代への負担の付け回し軽減 等

・基礎年金国庫負担１／２へ引上げ

社会保障の充実

後代への負担の
付け回し軽減等

おおむね１：１

軽減税率導入に伴う減収
１兆円程度

５％ ８％ １０％
消費税率

１

これまでに実施している社会保障の充実

• 保育の受け皿整備（約50万人分増加）
• 介護職員の人材確保・処遇改善
• 国保の財政基盤強化
• 年金受給資格期間の短縮

（25年→10年）

実施予定の社会保障の充実

• 低所得者の介護保険料（1号）を軽減
（完全実施）

• 低所得高齢者の暮らしを支援
（一人当たり月5千円等の給付金支給）

人づくり革命

• 幼児教育無償化
• 高等教育無償化
• 保育の受け皿前倒し整備

（約32万人分増加）
• 保育士・介護職員の処遇改善

８．４兆円程度

１４．０兆円程度

人づくり革命
１．７兆円程度

５兆円強

社会保障の充実
１．１兆円程度

※

※消費税率２％引上げ分の国・地方配分額
・ 国：3.8兆円～3.9兆円程度
・地方：1.7兆円～1.8兆円程度

消費税率５％引上げによる社会保障の充実･安定化の全体像



幼児教育無償化に係る国・地方の負担割合の基本的な考え方（案）

制度名 現行制度 負担割合（現在）

認
可

新制度移行施設

施設型給付
保育所、幼稚園、
認定こども園

私立 国 １／２、都道府県 １／４、市町村 １／４

公立 市町村 １０／１０

地域型保育給付（小規模保育等） 国 １／２、都道府県 １／４、市町村 １／４

幼稚園（未移行） 就園奨励費 国 １／３、市町村 ２／３

そ
の
他

認可外保育施設 ─ ─

一時預かり事業、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・
ｾﾝﾀｰ事業、病児保育事業

─
（注）運営費補助等の仕組みとして、地域子ども・子育て交付金
（国1/3、都道府県1/3、市町村1/3）がある。

預かり保育 ─
（注）運営費補助等の仕組みとして、地域子ども・子育て交付金
（国1/3、都道府県1/3、市町村1/3）や私学助成特別補助（都道
府県によって補助内容が異なる）がある。

【国・地方の負担割合】
１：現行制度があるもの

今回の無償化の実現に当たっては、これまでの段階的無償化を加速化することを踏まえ、現行制度の負担割合と
同じ負担割合とする。

２：それ以外
これまで一時預かりやファミリー･サポート･センター等の対象施設ごとに運営費補助等を行ってきた経緯を踏まえ、

この運営費補助等を準用した負担割合（国1/3、都道府県1/3、市町村1/3）とする。

（※１）

※１ 経過措置あり。 ※２ 「その他」のサービスは、上限額の範囲内で、複数サービス利用も可能。
※３ 地方負担については地方交付税措置を講じている。

（参考）【現行制度】

（※２）

※ 幼児教育無償化の財源は、消費税率引上げに伴い国と地方へ配分される増収分を活用。

（※３）
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幼児教育無償化に係る財政措置等について（案）

幼児教育無償化に係る財政措置等については、「幼児教育無償化に係る国・地方の負担割合の基本的な考
え方（案）」をベースとして、以下の方針で対応する。

① 幼児教育無償化の実施に要する経費について
 消費税10％への引上げに伴い地方へ払い込まれる地方消費税の増収分について平成31年度（初年度）は僅か
であることを踏まえ、幼児教育無償化の実施に当たって、初年度に要する経費について全額国費による負担と
する。

② 幼児教育無償化の実施に要する事務費・システム改修費について
 幼児教育無償化の実施に当たって、初年度の導入時に必要な事務費について全額国費による負担とする。

システム改修経費については、平成30年度予算で既に192億円を計上しており、この予算を活用して、小規
模な市町村に配慮しつつ、適切な配分となるよう努める。

③ 認可外保育施設の質の確保・向上について
 児童の福祉の確保を目的とする現行の児童福祉法に基づく都道府県（指定都市・中核市を含む。以下同じ）
の指導監督の充実等を図る。具体的には、
・ 現行法に基づく指導監督の充実等の検討
・ 指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たし、さらに認可施設に移行するための支援
・ ベビーシッターの指導監督基準の創設の検討

 無償化給付の実施主体となる市町村については、対象施設の把握、保護者への償還払い手続き、給付に必要
な範囲での施設への関与等について、事務負担に十分配慮しつつ検討し、必要な法制上の措置を講ずる。
 都道府県と市町村の間の情報共有等の強化のための方策を検討する。
 上記の具体化に向けて、内閣府・文部科学省・厚生労働省と、都道府県、市町村の実務者による検討の場を
設置する。
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